
                      
 

第１章 地球球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

 

第１節 我が国の地球温暖化対策の目指す方向 

 
 

 我が国は、京都議定書の６％削減約束を確実に達成する。加えて、更な
る長期的・継続的な排出削減を目指す。 
 21世紀が「環境の世紀」とされ、地球温暖化問題への対処が人類共通の
重要課題となる中、我が国は、他国のモデルとなる世界に冠たる環境先進
国家として、地球温暖化問題において世界をリードする役割を果たしてい
く。 

 
 
１．京都議定書の６％削減約束の確実な達成 
 
 我が国は、温室効果ガスの総排出量を2008年から2012年の第１約束期間に
基準年から６％削減することを内容とする京都議定書の約束達成のため、必
要な取組を推進する。 
 京都議定書の約束期間の開始まで３年間を残すのみとなった。対策が遅れ
れば遅れるほど、６％削減約束の達成のために短期間で大幅な削減を達成す
るための措置を講じなければならなくなることから、現段階で導入可能な対
策・施策を直ちに実施することにより、確実な削減を図る。 
 
 
２．地球規模での温室効果ガスの更なる長期的・継続的な排出削減 
 
 京都議定書に定められた先進国の削減約束の達成は、温室効果ガスの大気
中濃度の安定化という気候変動枠組条約の究極的な目的の達成のための一里
塚である。京都議定書の６％削減約束の達成を図り、更なる長期的・継続的
な排出削減へと導く。 
 このような観点から、６％削減約束の達成のための対策・施策を中長期的
な取組の中に位置付け、京都議定書の約束達成の取組と中長期的取組との整
合性を確保しつつ、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会の構築を目
指す。その過程で、活力のある持続可能な社会経済の発展を目指して、中長
期的な地球温暖化対策のための技術の開発・普及、社会基盤の整備などを進
める。 
 また、地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたることから、地球温暖化
対策の国際的連携の確保を進める。 
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第２節 地球温暖化対策の基本的考え方 
 
 
 温室効果ガスの排出は経済活動と国民生活に密接に関連していることか
ら、「環境と経済の両立」という基本的考え方に立って、地球温暖化対策
を大胆に実行する。 
 世界をリードする環境立国を目指し、技術革新の促進を図るとともに、
国、地方公共団体、事業者、国民の参加と連携を図り、そのための透明性
の確保、情報の共有を図る。 
 多様な政策手段を活用して対策の推進を図るとともに、対策の定量的な
評価・見直しを行うことにより、６％削減約束の達成を確実なものとする。
また、地球温暖化対策の国際的連携を確保する。 
 
 
１．環境と経済の両立 
 
京都議定書の６％削減約束の達成への取組が、我が国の経済活性化、雇用
創出などにもつながるよう、技術革新や創意工夫を活かし、環境と経済の両
立に資するような仕組みの整備・構築を図る。 
具体的には、環境負荷の少ない健全な経済の発展や質の高い国民生活の実
現を図りながら温室効果ガスの排出を削減すべく、省エネ機器の開発・普及、
エネルギー利用効率の改善、技術開発の一層の加速化、環境意識の向上に加
え、広範な社会経済システムの転換を伴う地球温暖化対策を大胆に実行する。 
 
 
２．技術革新の促進 
 
 京都議定書の約束を達成するとともに、更に「脱温暖化社会」に向けて長期的・
継続的な排出削減を進めるには、究極的には化石燃料への依存を減らすことが必
要である。 
 環境と経済の両立を図りつつ、これらの目標を達成するため、省エネルギー、未
利用エネルギーの利用等の技術革新を加速し、効率的な機器や先進的なシステムの
普及を図り、世界をリードする環境立国を目指す。 
 
 
３．すべての主体の参加・連携の促進とそのための透明性の確保、情報の共有 
 
地球温暖化問題は経済社会活動、国民生活全般に深く関わることから、国、
地方公共団体、事業者、国民といったすべての主体が参加・連携して取り組
むことが必要である。 
このため、地球温暖化対策の進捗状況に関する情報を積極的に提供・共有
することを通じて各主体の対策・施策への積極的な参加や各主体間の連携の
強化を促進する。 
また、深刻さを増す地球温暖化問題に関する知見や６％削減約束の達成の
ために格段の努力を必要とする具体的な行動、及び一人ひとりが何をすべき
かについての情報を、なるべく目に見える形で伝わるよう、積極的に提供・
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共有し、広報普及活動を行い、家庭や企業における意識の改革と行動の喚起
につなげる。 
 
 
４．多様な政策手段の活用
  
 分野ごとの実情をきめ細かく踏まえて、削減余地を最大限発現し、あらゆる政
策手段を総動員して、効果的かつ効率的な温室効果ガスの抑制等を図るため、各
主体間の費用負担の公平性に配慮しつつ、自主的手法、規制的手法、経済的手法、
情報的手法など多様な政策手段を、その特徴を活かしながら、有効に活用する。 
 また、幅広い排出抑制効果を確保するため、コスト制約を克服する技術開発・
対策導入を誘導するような経済的手法を活用したインセンティブ付与型施策を重
視する。 
 
 
５．評価・見直しプロセス（ＰＤＣＡ）の重視  
  
第１約束期間の前年である2007年度に、本計画に定める対策・施策の進捗
状況・排出状況等を総合的に評価し、第１約束期間において必要な対策・施
策を2008年度から講じるものとする。 
また、本計画の実効性を常に把握し確実にするため、本計画策定後、毎年、
各対策について政府が講じた施策の進捗状況等について、対策評価指標も参
考にしつつ点検することにより、必要に応じ施策の強化を図る。 
2007年度の総合的な評価・見直しは、本計画策定時における前提条件や温
室効果ガスの排出量見通し、対策・施策などについて評価し、総合的に見直
しを行う必要がある。 
このため、本計画においては、温室効果ガスやその他の区分ごとの目標、
個々の対策とその対策評価指標、温室効果ガス排出削減見込み量、対策にお
ける主体ごとの役割及び取組、国・地方公共団体の施策を明らかにするもの
とする。（第４章第１節で詳述。） 
 
        
６．地球温暖化対策の国際的連携の確保 
 
 地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたることから、地球温暖化
対策の実効性を確保するためにはすべての国が温室効果ガスの削減に努める
ことが必須であり、各国の努力のみならず、国際的協調の下での更なる取組
が不可欠である。このため、我が国としては、米国や開発途上国を含む全て
の国が参加する共通ルールが構築されるよう、引き続き最大限の努力を傾け
ていく。 
 また、二酸化炭素の排出は、今後の世界的な人口増加と経済発展に伴い急
激に増加することが予想されることから、我が国は、優れた技術力と環境保
全の蓄積された経験を背景に、国際協力を通じて世界の取組の先導的役割を
果たしていく。 
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